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○かかりつけ医および一般病院の医療従事者の認知症対応力向上研修に関する 

   研究事業 （平成25年度老健事業推進費等補助金） 

当該研究事業に委員として参画し、研修テキスト等について議論。 

厚労省関係の研究事業 

○認知症サポート医養成研修事業（平成17年より） 
○かかりつけ医認知症対応力向上研修（平成18年より） 
○認知症サポート医フォローアップ研修（平成23年より） 

独立行政法人国立長寿医療研究センターより、研修講師の派遣依頼を受け講師と
して研修に参画するなど、事業実施に協力。併せて都道府県医師会に当該事業へ
の協力を依頼。 

都道府県または指定都市が実施主体である研修 

・「鳥越俊太郎 医療の現場」（BS 朝日） 
・「おはよう日曜診療所」（BS 日テレ） 
・「赤ひげのいるまち」（BS TBS） 

認知症について取り上げた実績もあり、 

今後も予定している。 

日本医師会提供のTV番組 



 

Japan Medical Association 
3 
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「在宅医療」を、地域で活動している医師に、かか
りつけ医の活動の柱の一つとして認識してもらう。 

○テキスト及びＤＶＤを作成
（平成２５年７月） 

 「かかりつけ医の在宅医療 
超高齢社会－私たちのミッ
ション」 の制作      

⇒地域医師会で在宅医療を推進するリーダー を養成   
  

 
 ・日本医師会 在宅医療支援フォーラム 
  （第１回 H25.3.17  第２回 H26.5.18） 
  

 ・日本医師会 在宅医リーダー研修会 
    （第１回 H25.7.28） 
 

※ テキストおよびDVD映像は、日本医師会ホームページよりどなたでもご覧いただけます。 

  http://www.med.or.jp/jma/nichii/zaitaku/001707.html 



紹介 

○ 複数の慢性疾患を有する患
者の対応 

○ 必要な時にいつでも連絡が取
れ、適切な指示を出せる体制
の確保 

○ 専門医や介護保険施設等へ
の適切な紹介 

○ 継続的な服薬や健康管理 等 

全人的かつ継続的な診療 

○ 外来業務の負担軽減 

○ 専門外来の確保 

○ 一般外来の縮小 

 

逆紹介 

患者がアクセスしやすい中小病院、診療所 

地域の拠点となるような病院 

専門的な診療 

介護保険サービス等 

介
護
が
必
要
な
時 

医
療
が
必
要
な
時 

外
来
受
診 

主治医機能〔かかりつけ医〕の評価 
地域包括診療加算  20点 
地域包括診療料 1,503点 

平成２６年改定 

大病院の一般外来の縮小 
・紹介率・逆紹介率の基準の引き上げ 
・長期投薬の是正 

平成２６年改定 

２．外来医療の機能分化・連携の推進について 

6 



 

  外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾
患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
を行う。 

（新）  地域包括診療加算       ２０点（１回につき） 
 
 
 
 
 
[算定要件] 
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の４疾病のうち２つ以上（疑いは除く。）を有する患者とする。 
        なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病（上記４疾病のうち２つ）と重複しない対象疾病（上記４疾病のうち２
つ）について他医療機関で診療を行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。 

② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平
成27年４月１日から施行する。) 

③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し２４時間の
対応等を行っていること。 

④ 当該点数を算定している場合は、７剤投与の減算規定の対象外とする。 
⑤ 下記のうちいずれか１つを満たすこと 

  
 ア) 時間外対応加算１又は２を算定していること  
 イ) 常勤医師が３人以上在籍していること  
 ウ) 在宅療養支援診療所であること 

（１）主治医機能〔かかりつけ医〕の評価（出来高：再診料の加算） 

※１ 対象医療機関は診療所 
※２ 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる 
※３ 初診時には算定できない 
※４ 医療機関単位ではなく、患者毎に算定を選択できる 
※５ 院外処方の場合、24時間対応している薬局と連携 

患者がアクセスしやすい診療所 

２．外来の機能分化の更なる推進 
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※ 当該患者に院外処方を行う場合、24時間対応の薬局と連携 



 

  外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複
数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことにつ
いて評価を行う。 

（新）  地域包括診療料       １,５０３点（月１回） 
 
 
 
[包括範囲] 

下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定することとし、算定しなかった月については包括されない。 
・（再診料の）時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算  
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料（Ⅱ） 
・在宅医療に係る点数（訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管理料を除く。） 

・薬剤料（処方料、処方せん料を除く。） 
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以上のもの 

 
[算定要件] 
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の４疾病のうち２つ以上（疑いは除く。）を有する患者とする。 
        なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病（上記４疾病のうち２つ）と重複しない対象疾病（上記４疾病のうち２つ）について他医療機関で

診療を行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。 
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平成27年４月１日から施

行する。) 
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を行っていること。 
④ 当該点数を算定している場合は、７剤投与の減算規定の対象外とする。 
⑤ 下記のうちすべてを満たすこと 

・診療所の場合 
 ア) 時間外対応加算１を算定していること  
 イ) 常勤医師が３人以上在籍していること  
 ウ) 在宅療養支援診療所であること 

（１）主治医機能〔かかりつけ医〕の評価（包括点数） 

※１ 対象医療機関は診療所又は許可病床が２００床未満の病院 
※２ 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる 
※３ 初診時には算定できない 
※４ 医療機関単位ではなく、患者毎に算定を選択できる 

・病院の場合 
 ア) ２次救急指定病院、救急告示病院又は病院群輪番制病院であること 
 イ) 地域包括ケア入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定していること 
 ウ) 在宅療養支援病院であること 

２．外来の機能分化の更なる推進 
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※ 当該患者に院外処方を行う場合 
  診療所：24時間対応の薬局と連携、病院：24時間開局であること 
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日本医師会の今後の取組み 

① 主治医機能に関する関係団体主催の研修に対応する 
 研修会の開催 （H26.3.31までに） 

認知症に対する研修を含む 

  ②     かかりつけ医機能の明確化 

認知症はかかりつけ医が
診るべき疾患 

介護保険に係る対応強化 

地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医を 
リーダーとした認知症ケアの構築 



かかりつけ医 患者さん 

介護保険施設等 

在宅医療 

市区町村 

地域包括支援センター 

認知症疾患医療センター 

訪問看護・訪問リハ 

認知症サポート医 
（認知症初期集中支援チーム） 

看取り 

紹介 
逆紹介 

紹介 
逆紹介 退院調整 

指示書 

相談・ 
要介護認定等 

受診・相談 

在宅医療連携拠点 

行政・医師会による地域の実情に応じた体制整備  （地域包括ケアシステム） 

連
携 

専門医療機関 

介護保険サービス 

生活支援サービス 

連携 

かかりつけ医と高齢者医療・介護との関わり 

主治医意見書 
作成依頼 

訪問 
連携 

訪問 

（認知症地域支援推進員） 

急性期病院 

地域包括ケア病床・回復期等 

療養病床 

ケアマネジャー 


